
和泉市農業委員会の委員募集要項 

１ 募集人数 

  １４人（農業委員会等に関する法律第８条第５項の規定により農業委員の過半数は認定農業者） 

 

２ 任用期間 

  令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日まで 

 

３ 身分 

  和泉市の特別職の非常勤職員 

 

４ 職務内容 

  農業委員会等に関する法律第６条に定める所掌事務 

具体的な活動内容(一例) 

（１）農地法に基づく農地の権利移動の許可等の許認可業務、農地の利用状況調査(農地パトロール)、

利用意向調査 

（２）農地利用の最適化(担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・ 解消、新規参入の促

進)を進めるため、農地所有者や耕作者の意向把握、地域の協議の場への参加、農地中間管理機構と連

携した活動 

（３）農業経営法人化の支援、複式簿記や青色申告の普及推進、農業者年金の普及推進、地域農業の状

況を把握するための調査、制度・施策や農業経営の改善に役立つ情報提供(全国農業新聞・全国農業図

書の普及等) 

（４）農地利用の最適化を効率的・効果的に実施するため、関係行政機関等への農地利用最適化推進施

策に対する具体的な改善要望の提出(意見の提出) 

 

５ 委員報酬 

  月額 ２８，０００円 

 

６ 推薦及び応募の資格 

  農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属す

る事項に関しその職務を適切に行うことができる者。 

  ただし、次のいずれかに該当する者は除く。 

  （１）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。 

（２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者。 

  （３）和泉市暴力団排除条例第２条第２項に規定する暴力団員 

  （４）和泉市暴力団排除条例第２条第４項に規定する暴力団密接関係者 

  （５）和泉市職員 

 

７ 推薦及び応募に係る書類の入手並びに手続き等 

 提出書類は、和泉市農業委員会事務局の窓口又は和泉市のホームページから入手し、必要事項を記入し

た上で（２）の添付書類を添えて、郵送又は持参により和泉市農業委員会事務局までご提出ください。 



 なお推薦及び応募に係る書類は返却しませんのでご了承ください。 

 （１）提出書類 

    

  

 

 

    注意：農業委員と農地利用最適化推進委員は兼ねることは出来ませんが、同時に推薦又は応募する

ことは可能です。 

（２）添付書類 

    推薦を受ける者又は募集に応募する者の住民票（発行後３箇月以内のもの） 

  （３）受付期間 

    令和８年１月５日（月）から令和８年１月３０日（金）の午後５時１５分まで[必着] 

        ※持参される場合は、市役所開庁日の午前９時から午後５時１５分までに提出してください。 

    ※受付期間は延長する場合があります。この場合、受付期間終了日以降に和泉市のホームページ等

により公表します。 

 

８ 選任方法 

  和泉市農業委員会の委員の選任は、和泉市農業委員候補者評価委員会を開催し、推薦を受ける者又 

は募集に応募する者の評価を行い、適当と認める者を議会の同意を得て、委員に任命します。（必要に 

応じて追加書類等の提出及び面接を行うことがあります。） 

  なお、選任結果については、推薦を受ける者又は募集に応募する者の全員に文書で通知します。 

 

９ 情報の公表 

  受付期間の中間及び終了後に、和泉市ホームページ等で以下の内容を公表します。 

（１）推薦をする者（個人による推薦の場合）の氏名、職業、年齢及び性別 

（２）推薦をする者（団体による推薦の場合）の名称、目的、代表者又は管理者の氏名、構成員の数及

び構成員たる資格等 

  （３）推薦を受ける者又は募集に応募する者の氏名、職業、年齢、性別、経歴、農業経営の状況及び認

定農業者等であるか否かの別 

  （４）推薦又は応募の理由 

  （５）推薦者が被推薦者を和泉市農地利用最適化推進委員に推薦しているか否かの別、又は応募者が和

泉市農地利用最適化推進委員に応募しているか否かの別 

  （６）推薦をうけた者の数及びそのうちの認定農業者等の数 

  （７）応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数 

 

１０ 提出・お問い合わせ先 

    

個人（農業者等３人以上連名）による推薦 
様式第１号 

団体（農業者が組織する法人又は団体）による推薦 

応募 様式第２号 

〒５９４－８５０１ 

和泉市府中町二丁目７番５号  

和泉市農業委員会事務局あて 

℡：０７２５－９９－８１５６ 


